
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ６月４日（火）～７日（金）の期間で前期地区懇談会が開催されました。大変おいそがしい中、ご参加をいただきありがとうございました。

事前にいただいた質問や当日の主な懇談内容について報告いたします。 
 
 
えｎ 
【通学路の安全面について】 
  多くの地区から通学路の安全面や交通安全についての内容が出されました。歩道と車道を区別する外側線を引くことやカーブミラーの設置

など、市教委の「通学路整備事業」で対応できる部分は市教委へ要望を提出しました。また、信号機の設置など、学校単独では難しい内容に

ついては、連合自治会や各自治会、市民センターと連携しながら要望していきます。 
  この件についての主な内容を以下に紹介いたします。 
 
Ｑ：学校西側通学路（坂道・横断歩道の位置等）の安全対策について 
Ａ：別山方面からの坂道部分の安全面は兼ねてからの懸案事項でした。連合自治会ならびに該当地区自治会のご協力を得て、安全面での改善を

図ることとなりました。道路幅を拡張することはできませんが、歩道部分のカラー舗装、車の速度を落とさせる効果のある視覚的標示、横

断歩道の拡張などの整備を行う予定です。 
 
Ｑ：けやき台・小生の通学路安全対策について 
Ａ：歩道と車道の区別をつけていく、また、長谷川委員南の交差点に信号機を設置していく内容を 
  連合自治会ならびに該当自治会と連携して市当局へ要望しました。 
 
Ｑ：登下校時の歩き方や交通ルールを守ることについて 
Ａ：班の列がばらばらになることや道幅いっぱいに広がること、また、交差点での左右確認など交通安全へ 
  の意識を高めてほしいとの要望がありました。定期的な登校指導、学級での交通安全指導など、折りにふれて子どもたちへの指導を行って

います。しかし、子どもたちの様子から交通安全の意識が十分であるとは言えません。今後も、機会あるごとに指導を行っていきますが、

この問題はご家庭の協力が必要不可欠です。また、危ない様子を見かけましたら、どうぞ、その場でご注意ください。よろしくお願いいた

します。 
 
Ｑ：通学路の変更について 
Ａ：設定されている通学路が、道路事情など種々の理由から危険な状況となっている場合、通学路を変更していくことは可能です。現在よりも

安全の確保ができるのであれば、関係地区と相談させていただきます。 
 
【運動会について】 
Ｑ：①個人用テント等が多く、通行路が確保されていないこと ②車での来校が多すぎること ③シートの固定を杭でしてあり危険であること 

④喫煙場所はいるのかなどの意見をいただきました。 
Ａ： ①通行路については確保していますが、さらに通路表示を増やしていきます。また、個人用テントについては、通行路の確保・固定の杭・

観る際の妨げなどの点で問題が多いと考えています。来年度は禁止を含めて何らかの対策をしていきたいと考えます。 
②についてですが非常に大きな問題だと考えています。現在のところ駐車場としては、土地改良区の東西道路しか確保できません。ＰＴ

Ａ予算でガードマンを配置していますが、高額な支出となるため人数を増員することは難しいと考えます。また、土地改良区のご好意でお

借りしている場所についても、今後お借りできない状況が起こることも考えられます。保護者の皆様のご理解とご協力がどうしても必要に

なってまいります。なにとぞ、よろしくお願いいたします。 
③については、運動会前の案内でお知らせしていきます。 
④については、全面禁煙にした場合、逆に体育館裏やプール裏など人目につかない場所での喫煙も懸念され

ます。現状維持で対応していきたいと考えています。 
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危険から身を守る！ 

２学期始めの日程 

 
【その他】 
Ｑ：ＰＴＡ総会での私語が目立つことについて 
Ａ：ＰＴＡ役員さんとも検討していきたいと思いますが、総会開始前にマナーについて呼びかけていきたいと考えます。 
 
Ｑ:来校時の保護者用名札について 
Ａ：付けている人とそうでない人がいるようである。防犯面から徹底させる必要があるのではとのご意見でした。保護者用名札は不審者と区別

する目的で着用をお願いしています。来校者のすべてを確認できればいいのですが、職員数や校舎校地の環境から難しい現状です。保護者

の皆様お一人お一人のご協力をお願いいたします。また、名札を忘れた場合は予備の名札をお貸ししますので職員室までお越しください。 
 
 
 
【ＰＴＡ役員選出について】 
Ｑ：学童保育所役員を免除対象とできないか。 
Ａ：各地区の選出ルールでお願いしたいと考えます。また、免除対象の拡大は、学校規模が大きい分、学級委員の人数も多くなります。高学年

では、現状の免除対象条件でも選出対象者が少ない状況にあることもご理解願います。 
 
【旗当番について】 
Ｑ：みちくさ階段～正門前での旗当番、交通量が非常に多く大変である。 
Ａ：旗当番、本当にありがとうございます。人数を増やすなどについて検討しましたが難しい現状です。学校側も大変な状況を把握してもらっ

ています。正門前と北階段東側については、登校時に限り管理職に登校指導をしてもらっています。（ただし、校内での緊急時や管理職が

１名の日などの場合は指導できないこともご了承ください。） 
 
Ｑ：北階段東側での下校時の安全指導、仕事もあり都合をつけるのが大変である。有志の方でお願いするなどの対応がとれないか。 
Ａ：お世話になります。みなさんに、それぞれやりくりをしてご協力をいただいています。一部の方に負担をお願いするのは難しいと考えます。 
 
【その他】 
Ｑ：２丁目サンタウンの世帯数が増加。サンタウンのみで登校班を設定したほうがよいのでは。 
Ａ：見直す必要がある場合は地区で検討してください。 
 
Ｑ：ＰＴＡ広報誌と学校が行う広報との役割分担をしてはどうか。 
Ａ：学校教育活動の広報内容は、子どもたちの教育に関わる内容が中心であり、ＰＴＡ本部と学校が一体となって活動しています。したがって

広報の分担はしていません。 
 

 
 過日の東京での事件、そして、先日の埼玉での事

件と下校時や放課後の子どもたちの安全が脅かされ

る出来事が立て続けに起こりました。 
何の罪もない子どもたちが被害に合うという絶対にあってはならないものでした。学校でも、各学級で再度、

危険から身を守ることについて指導を行いました。ご家庭でもお子様への声かけをよろしくお願いします。 

  ○下校時、必ず複数で帰る。 ○危険を感じたら大声でさけぶ。 

○知らない人についていかない。○近くの大人や家に助けを求める。 

 また、できるだけ多くの大人の目で見守ることも大切になります。時間がありましたら、通学路へ出ていただき子どもたちの見守りをしてい

ただけると助かります。 
 

 
 

  ９月２日（月）始業式・地区児童会・集団下校開始（１１：３０） 
  ９月３日（火）給食開始・避難訓練 （１３：２５下校開始） 
  ９月４日（水）全校除草作業 （１３：２５下校開始） 
  ９月５日（木）平常日課６限 

ＰＴＡへの質問など 


